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新しい時代を切り拓く実践経営情報紙 

年末調整手続きの電子化を推進 
「電子的控除証明書を添付・送信」が可能に 
 

国税庁は、従来は紙で提出することとされてきた年末調整関係書類の提出の電子提出が可能に

なることをＰＲしている。2018年度税制改正において、生命保険料控除、地震保険料控除及び住

宅ローン控除に係る年末調整手続きを電子化することが盛り込まれた。 

所得税等の確定申告や年末調整で生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除の適用を受け

る場合には、従来、保険会社等から書面により交付を受けた控除証明書等を申告書等に添付等す

る必要があったが、2018年分以後は、保険会社等から電子データで交付を受けた控除証明書等

（「電子的控除証明書等」）を一定の方法により印刷した電磁的記録印刷書面（「ＱＲコード付

控除証明書等」）による提出が可能となった。 

このＱＲコード付控除証明書等を印刷することで控除証明書として利用することができるも

のだが、書面提出することに変わりはない。 

ＱＲコード付控除証明書等は手間がかかり、利用者は少ないと予想されるが、2019年１月以後

に2018年分以後の確定申告をｅ－Ｔａｘで送信する場合には、電子的控除証明書等を添付して送

信することができるようになる。 

さらに、2020年10月以後に年末調整の際に給与所得者の保険料控除証明書を給与の支払者に電

子的に提出（送信）する場合においては、電子的控除証明書等を添付して提出（送信）すること

ができるようになる。 

 

 


